
面会制限のお知らせ

日頃から当院の感染症対策にご協力をいただき誠に感謝申し上げます。

　群馬県内の感染状況を鑑みて、令和 7年 12月 26日（金）から面会禁止より面会制限へ

緩和させていただきます。

　面会制限は下記の通りとなりますので、当院にお越しいただく際にはご確認いただきま

すようお願いいたします。

今後も感染症の流行状況により、再度面会禁止とさせていただく場合がございます。皆

様には大変ご不便をおかけしますが、引き続き感染予防対策へのご理解、ご協力の程よろ

しくお願いいたします。

記

　 

　　　【面会制限について】

　・面会時間は 13：00から 19：00になります。

　・面会は 1日 2名まで 15分以内とさせていただきます。

　・未就学児の面会についてはご遠慮いただきますようお願いします。

　・面会時は手指消毒とマスク着用をお願いします。
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